
市報ちちぶは、町会の皆さんのご協力で配られています。市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川総合支所、各公民館、秩父保健センター、
スポーツ健康センター、文化体育センター、吉田生涯学習センター、地場産センター、市立病院でも配布しています。

防災対策のためにご寄附いただきました
　秩父郡市歯科医
師会創立80周年記
念式典の席で、災
害時避難所へ避難
してきた方のため
のオーラルケアセ
ット（歯ブラシや

デンタルリンス、キシリトールガムなど）を
ご寄附いただきました。災害時に活用させ
ていただきます。ありがとうございました。
問危機管理課☎２２－２２０６

税の申告に使えます！　社会保険料控除のご案内
　平成27年中に納めた国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付額は、所得税や市・
県民税の確定申告等で「社会保険料控除」の一部として使用できます。なお、申告の際には次の書類が必要
ですので、事前の準備をお願いします。
●申告の際に必要な書類

対　　象 必要な書類

・国民健康保険税を納めた方
・介護保険料を納めた方のう

・後期高齢者医療保険料を納
めた方

○年金から特別徴収（天引き）されている方（本人のみ）：
　年金保険者から送付される源泉徴収票　 ※１月下旬までに送付
○納入通知書で納付の方（負担者）：各個人で保管されている領収書
○口座振替で納付の方（負担者）：市から送付される口座振替分の納付済通知書 ※１月下旬
に送付

　年金から特別徴収（天引き）されている以外の方で、１年間の納付額が不明の場合、市が発行する保険料（税）
の納付証明書が確定申告等に利用できます。原則、本人または同一世帯の方（代理人の場合は委任状等が必要）
が、次の窓口で申請をお願いします。
●市で発行できる証明書
証明書の種別 申請する窓口

①国民健康保険税
　納付証明書

収納課(歴史文化伝承館１階)☎22－2210
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課　吉田☎77－1113　大滝☎55－0863　荒川☎54－2111

②介護保険料
　納付証明書

高齢者介護課（歴史文化伝承館１階）☎25－5205　　　※介護保険被保険者証を持参してください。
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課　吉田☎72－6082　大滝☎55－0865　荒川☎54－2116

③後期高齢者医療
　保険料納付証明書

保険年金課（歴史文化伝承館１階）☎25－5201
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課　吉田☎72－6082　大滝☎55－0863　荒川☎54－2395

、がすで能可も送郵のへ宅自ごりよに請申話電、合場いし難が請申ので口窓りよに情事、は書明証の③～① ※
発送は後日となります。
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